
はい

いいえ

輸出令別表第１の３の項（２）７又は９に掲げる貨物
（輸出令別表第１の３の項（２）７又は９に掲げる貨物であって、貨
物等省令第１条第３８号又は第４０号に該当するものを除く。）を
「は地域②（ち地域を除く。）」又は「に地域②（ち地域を除く。）」

向けに輸出する

【い地域①・は地域①・リ地域向け】
特別一般包括許可の適用対象：事前届出不要

【ち地域向け】
特別一般包括許可の適用対象外

（輸出した場合）
無許可輸出
の可能性

輸出令別表第１の３の項（２）７又は９に掲げる貨物 （輸出令別表第１の３の項（２）７又は９に掲げる貨物であって、貨物等省令第１条
第３８号、第４０号に該当するものを除く。） のうち、「は地域②（ち地域を除く。）」又は「に地域②（ち地域を除く。）」を仕向地として

輸出する場合に係る手続きフロー及び各手続きにて可能性のある違反例について

個別許可／特定包括許可を使用する

特別一般包括許可を受けている

経産局・通商事務所へ特別一般包括許可申請を行う

特別一般包括許可を受ける

半導体製造に用いられる装置に組み込まれるもの
その他の半導体製造工程に用いられるもの

である

特別一般包括許可の適用対象外

半導体製造以外の用途
であることを知りながら

特別一般包括許可を使用して輸出した

ストック販売ではない
（＝需要者は確定している）

特別一般包括許可の適用対象外

輸出後、半導体製造以外の用途に
使用されていたことが判明した

無許可輸出
の可能性

需要者より最終用途誓約書を取得し、社内管理規定
に基づく審査を行った結果、輸出可能と判断した

需要者より最終用途誓約書
を取得しなかった

許可条件違反
の可能性

ストック販売用として
特別一般包括許可を使用して輸出した

無許可輸出
の可能性

輸出前に経産省へ事前届出書を提出した 特別一般包括許可を使用した輸出は不可

経産省の受理から１４日間が経過したが
部分失効通知はなかった

部分失効通知のあった需要者に対する
特別一般包括許可を使用した輸出は不可

※部分失効となった輸出は個別許可の対象

部分失効通知を受けた需要者に
特別一般包括許可を使用して輸出した

無許可輸出
の可能性

許可条件違反
の可能性

※経産省の受理後１４日間
は輸出不可

（受理から１４日を経過する日
は経産省から通知）

※届出を行った場合、１４日間
を経過した後に当該届出と
同じ輸入者や需要者等に
対して輸出を行う場合、

再度の届出は不要

事前届出書を提出せずに
特別一般包括許可を使用して輸出した

経産省の受理から１４日間経たずに
特別一般包括許可を使用して輸出した

新たな需要者向けに再輸出しようとする場合、
当該需要者より誓約書を取得の上、

経産省の事前同意を得てから輸出貨物を再輸出した
経産省の事前同意を得ずに再輸出した 許可条件違反

特別一般包括許可を使用して輸出した

※同一の需要者向けに特定包括許可を有している場合、
当該貨物の輸出に限り、当該特定包括許可は

失効していたものとみなす

特別一般包括許可を使用せず
に輸出した

※同一の需要者向けに特定包括許可を
有している場合、当該貨物の輸出に限り、
特別一般包括許可は失効していたもの

とみなす

無許可輸出
の可能性

年２回の期限までに経産省へ最終用途誓約書
とともに実績報告書を提出した

年２回の期限までに実績報告書
を提出しなかった 許可条件違反
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